
2025 年 11 月 28 日 

 

女性活躍推進法に基づく、一般事業主行動計画 

 

株式会社 しんこう 

 

 

男女ともに全社員が活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定

する。 

 

 

1. 計画期間 2025 年 12 月１日～2028 年 11 月 30 日までの 3 年間 

 

2. 内容 

 

目標 1 ： 女性の 10 年以上の継続雇用割合を 50％以上にする 

 

＜対策＞ 

●育児・家庭との両立を支援する制度の利用促進する 

●働き続けやすい職場環境づくりを進める 

●女性の中長期的な活躍を支える社内制度の整備を行う 

 

 

目標 2 ： 有休休暇取得率 62.8％以上を達成し維持すること 

 

＜対策＞ 

●計画的な有給休暇取得の促進する 

●長時間労働の削減など、職場環境の整備を行う 

●有給休暇取得状況を定期的に社内で共有し、全体の取得促進につなげる 


